
 
 

健康増進法第２５条の趣旨に則り、 

受動喫煙防止のため、館内と敷地内を 

禁煙としております。 

指定された喫煙場所以外での 

喫煙は禁止しております。 

皆様のご理解とご協力を 

お願い申し上げます。 
 

不明な点などにつきましては、 

池田町総合体育館受付・事務所へお問い合わせください。  

 

指定喫煙場所 

池田町総合体育館 

池田町立図書館 

池田町田園ホール 

総合体育館正面玄関 


